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＜１＞ 基本的考え方 

 

１．利用希望を把握するための調査を行う趣旨 

  

子ども・子育て支援法において、市町村は、国が示す基本指針に即して、5 年を 1 期とす

る市町村子ども・子育て支援事業計画を作成することとされている。その計画の中では、

教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びにそれに対応する提供体制の

確保の内容及び実施時期について定めることになっている。 

市町村子ども・子育て支援事業計画は、地域の人口構造や産業構造等の地域特性、教育・

保育及び地域子ども・子育て支援事業に相当する事業の利用状況、利用希望等をふまえて

作成されることが必要である。 

そこで、市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成にあたり、教育・保育及

び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況を把握するとともに、保護者に対する調

査等（以下、「利用希望把握調査等」という。）を行い、これらを踏まえて教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行うことが求め

られている。 

 

（子ども・子育て支援法） 

第六十一条  市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関

する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

２  市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

一  市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供す

るための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・

保育提供区域」という。）ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・

保育施設に係る必要利用定員総数（第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子ども

の区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育事業所（事業所内保育事業

所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係る必要利

用定員総数（同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教

育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及

びその実施時期  

二  教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・

子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の

提供体制の確保の内容及びその実施時期  

三  子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進

に関する体制の確保の内容  



 

 2 

３（略）  

４  市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子

どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する

意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。  

５  市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境そ

の他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支

援事業計画を作成するよう努めるものとする。  

６～１０（略） 

 

（子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）） 

３ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望の把握 

（一）現状の分析 

市町村子ども・子育て支援事業計画については、地域の人口構造や産業構造等の地域特

性、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用の現状、利用希望の実情、教育・

保育施設等の地域資源の状況、更には子どもと家庭を取り巻く環境等の現状を分析して、

それらを踏まえて作成することが必要である。 

（二）現在の利用状況及び利用希望の把握 

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たり、教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業の現在の利用状況を把握するとともに、保護者に対する調査等（以

下「利用希望把握調査等」という。）を行い、これらを踏まえて教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行うこと。 

利用希望把握調査等の実施に当たっては、当該調査結果を踏まえて作成する市町村子ど

も・子育て支援事業計画及び市町村子ども・子育て支援事業計画を踏まえて作成する都道

府県子ども・子育て支援事業支援計画が、教育・保育施設及び地域型保育事業の認可及び

認定の際の需給調整の判断の基礎となることを勘案して、地域の実情に応じた適切な区域

で行うこと。 

また、都道府県は、利用希望把握調査等が円滑に行われるよう、市町村に対する助言、

調整等に努めること。その際、認可外保育施設及び私立幼稚園の運営の状況等について市

町村に対する情報提供を行う等、密接に連携を図ること。 
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２．提供体制確保の実施時期の設定 

  

市町村子ども・子育て支援事業計画における提供体制確保の実施時期は、「待機児童解消

加速化プラン」において目標年次としている平成 29 年度末までに、各年度の量の見込みに

対応する教育・保育施設及び地域型保育事業を整備することを目指し、設定する。 

 

【参考】待機児童解消加速化プラン 
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（子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）） 

２ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教 

育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項 

（ 一） 各年度における教育・保育の量の見込み（略） 

（ 二） 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

（1）実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

市町村子ども・子育て支援事業計画においては、教育・保育提供区域ごと及び次のアか

らウまでに掲げる区分ごとに、それぞれ次のアからウまでに掲げる特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業所に係る教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期を定

める。 

その際、子ども・子育て支援制度が、保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者か

ら教育・保育を受けられるような提供体制の確保を目的の一つとしていることに鑑 

み、保護者の就労状況及びその変化等のみならず、子どもの教育・保育施設の利用状況等

に配慮しつつ、柔軟に子どもを受け入れるための体制確保、地域の教育・保育施設の 

活用等も勘案し、現在の教育・保育の利用状況及び利用希望を十分に踏まえた上で定める

こと。 

この場合において、市町村は、（一）で定めた保育利用率を踏まえ、「待機児童解消加速

化プラン」（平成二十五年四月十九日内閣総理大臣公表）において目標年次として 

いる平成二十九年度末までに、（一）により定めた各年度の量の見込みに対応する特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業を整備することを目指し、各年度における提供体制

の確保の内容及びその実施時期を定めること。 

（以下略） 
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＜２＞量の見込みの算出 

 

Ⅰ．全国共通で「量の見込み」を算出する項目 

 

 下記の事業については、全国共通で、市町村子ども・子育て支援事業計画で定める「教

育・保育提供区域」ごとに「量の見込み」の算出を行う。 

 

図表 1 全国共通で「量の見込み」を算出する項目 

 対象事業 対象児童年齢 

1 教育標準時間認定（認定こども園および幼稚園） 

＜専業主婦（夫）家庭、就労時間短家庭＞ 

3～5 歳 

 

2 

保育認定①（幼稚園） 

＜共働きであるが幼稚園利用のみの家庭＞ 

3～5 歳 

保育認定②（認定こども園及び保育所） 3～5 歳 

3 保育認定③（認定こども園及び保育所＋地域型保育） 0 歳、1・2 歳 

4  時間外保育事業 0～5 歳 

5 放課後児童健全育成事業 1～3 年生、4～6 年生 

6 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライト別） 0～18 歳 

7 地域子育て支援拠点事業 0～2 歳 

8 一時預かり事業 

・幼稚園における在園児を対象とした一時預かり 

・その他 

 

3～5 歳 

0～5 歳 

9 病児保育事業 0～5 歳、1～6 年生 

10 子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 

0～5 歳、1～3 年生、 

4～6 年生 

11 利用者支援事業 0～5 歳、1～6 年生 
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Ⅱ．量の見込みの具体的算出方法 

 

 量の見込みの具体的算出方法については、以下に示す標準的な算出方法によることが望

ましい。なお、この標準的な算出方法は、「子ども・子育て支援法に基づく基本指針の概ね

の案について」（平成 25 年 8 月 6 日付け事務連絡）の別紙４「調査票のイメージ」の設問

項目を活用したものとなっている。 

 なお、本手引きは、市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みの標準的な

算出方法を示すものであり、地方版子ども・子育て会議等の議論等を踏まえたより効果的、

効率的な方法による算出を妨げるものではない。ただしこの場合においても、「潜在ニーズ

を含めて量の見込みを把握し、それに対応する確保方策を定める」という制度の基本的考

え方を踏まえる必要があることに留意すること。 

 

１．家庭類型の分類 

 

・・・ 以下技術的内容のため省略 ・・・ 
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＜３＞提供体制の確保の方策及びその実施時期 

 

Ⅰ 教育・保育 

 

１．広域利用の取扱い 

 基本指針(案)において、「当該市町村に居住する子どもについて、他の市町村の教育・

保育施設又は地域型保育事業により教育・保育の利用を確保する必要があると見込ま

れる場合には、あらかじめ、当該他の市町村と調整を行うとともに、必要に応じて、

都道府県が広域的な観点から市町村間の調整を行うこと」とされているが、当該調整

が整った場合の計画は以下のように取り扱うこと。 

 

 【Ａ市子ども・子育て支援事業計画】 

 
27年度 28 29 30 31 

1号 ２号 ３号 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 
量の見込み 500人 500人 300 人 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

確
保
方
策 

特定教
育･保育
施設 

市内  
350人 
Ｂ市   
100人 
Ｃ市    
50人 

市内  
450人 
Ｂ市   
10人 
Ｃ市   
20人 

市内 
200 人 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

特定地
域型保
育事業 

  

市内   
50 人 
Ｄ市   
20 人 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

 

 【Ｂ市子ども・子育て支援事業計画】 

 27年度 28 29 30 31 
1号 ２号 ３号 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

量の見込み 1000人 1100人 800 人 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 
 
（他市町村
の子ども） 

Ａ市  
100人 
Ｅ市   
30人 

Ａ市   
10人 

-     

 
 
 
 
確
保
方
策 

特 定 教
育･保育
施設 

市 内 
1000人 

市 内 
1100人 
 

市 内 
200 人 
 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

（ 他 市
町 村 の
子ども） 

130人 10人      

特 定 地
域 型 保
育事業 

  市 内  
800人 
 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

（ 他 市
町 村 の
子ども） 

  E 市   
10 人 

    

 

Ｂ市居住の子ども（＝Ｂ市に確保義

務あり）に係る確保方策を記載 

 

Ｂ市居住の子ども（＝Ｂ市に確保義

務あり）に係る確保方策を記載 

 

Ｂ市居住の子ども（＝Ｂ市に確保義

務あり）に係る量の見込みを記載 
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２．確認を受けない幼稚園の取扱い 

 基本指針(案)において、法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する子どもについては「特定教育・保育施設及び幼稚園（特定教育・保育施設に該当

するものを除く。）」に係る教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期を定

めることとされているが、特定教育･保育施設に該当しない幼稚園(確認を受けない幼

稚園)については、以下のように取り扱うこと。 

 

 
27年度 28 29 30 31 

1号 ２号 ３号 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 
量の見込み 500人 500人 300 人 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

確
保
方
策 

特定教
育･保育
施設 

300人 450人 
200 人 

 
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

（確認
を受け
ない幼
稚園） 

200人       

特定地
域型保
育事業 

  
50 人 

 
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

 

３・認可外保育施設の取扱い 

 基本指針(案)において、「当分の間、イ及びウについてはイ及びウに定める確保の内

容に加え、市町村又は都道府県が一定の施設基準に基づき運営費支援等を行っている

認可外保育施設等による保育の提供体制について記載することを可能とする」ことと

されているが、以下のように取り扱うこと。 

 
27年度 28 29 30 31 

1号 ２号 ３号 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 
量の見込み 500人 500人 300 人 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

確
保
方
策 

特定教
育･保育
施設 

500人 450人 
200 人 

 
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

特定地
域型保
育事業 

  
50 人 

 
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

 
認可外
保育施
設(※) 

 50人 50 人     

   ※市町村又は都道府県が一定の施設基準に基づき運営費支援等を行って

いる認可外保育施設等 
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４．共働き等家庭の幼稚園利用の取扱い 

 幼稚園の 2 号認定（3-5 歳、保育の必要性有り）のニーズへの対応について

は、幼稚園が認定こども園に移行することにより利用ニーズに応えていくこ

とが基本であるが、２号認定のニーズのうち幼児期の学校教育の利用希望が

強いと想定される者については、これに係る量の見込みに対応するものを、

1 号認定（3-5 歳、保育の必要性なし）の確保方策として記載することを可

能とする。 

 

27年度 28 29 30 31 

1 号 

２号 

３号 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

幼児期
の学校
教育の
利用希
望が強
い 

左記以
外 

量の見込
み 

500 人 
600人 

300人 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ １00人
(※) 

500人 

確
保
方
策 

特定
教育･
保育
施設 

600 人 500人 
200人 

 
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

特定
地域
型保
育事
業 

  
50人 

 
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

    ※ 2 号認定のうち幼児期の学校教育の利用希望が強い者は幼稚園を利
用し、当面、実際上の過不足は生じない。 

 

 なお、幼稚園の認定こども園への移行については、基本指針(案)第三の二の４

及び四の３の「子ども・子育て支援給付に係る教育･保育の一体的提供及び当該教育･

保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項」において記載すること。 
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Ⅱ 地域子ども・子育て支援事業 

 

１．地域子育て支援拠点事業 

 27年度 28年度 29 30 31 

量の見込み 1000人日 1000人日 ・・・ ・・・ ・・・ 

確保方策 ○か所 ○か所 ・・・ ・・・ ・・・ 

 

２．一時預かり事業 (幼稚園における在園児を対象とした一時預かり (預かり保

育)) 

 27年度 28年度 29 30 31 

量
の
見
込
み 

① １号認定によ
る利用 

500人日 500人日 ・・・ ・・・ ・・・ 

② ２号認定によ
る利用 

500人日 500人日    

確
保
方
策 

一時預かり事業 
(在園児対象型) 

※ 
1000人日 1000人日 ・・・ ・・・ ・・・ 

     ※ ②は、幼稚園が認定こども園に移行した場合には、その給付によ

って対応することも考えられる。 

 

３．一時預かり事業(在園児対象型を除く)、子育て援助活動支援事業(病児・緊急

対応強化事業を除く)、子育て短期支援事業(トワイライトステイ)  

 27年度 28年度 29 30 31 

量の見込み 2000人日 2300人日 ・・・ ・・・ ・・・ 

確
保
方
策 

一時預かり事業 
(在園児対象型を除く) 

1200人日 1500人日 ・・・ ・・・ ・・・ 

子育て援助活動支
援事業 

(病児・緊急対応強化事業

を除く 

700人日 700人日 ・・・ ・・・ ・・・ 

子育て短期支援事
業 

(トワイライトス
テイ) 

100人日 100人日    
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４．病児保育事業、子育て援助活動支援事業(病児・緊急対応強化事業) 

 27年度 28年度 29 30 31 

量の見込み 1000人日 1000人日 ・・・ ・・・ ・・・ 

確
保
方
策 

病児保育事業 850人日 850人日 ・・・ ・・・ ・・・ 

子育て援助活動支
援事業 

(病児・緊急対応強化事業 ) 

150人日 150人日 ・・・ ・・・ ・・・ 

 

５．子育て援助活動支援事業(就学後) 

 27年度 28年度 29 30 31 

量の見込み 500人日 500人日 ・・・ ・・・ ・・・ 

確
保
方
策 

子育て援助活動
支援事業(就学

後) 
500人日 500人日 ・・・ ・・・ ・・・ 

 

※「子育て援助活動支援事業」の確保方策は、上記３つを足し合わせたもの。  

 

６．利用者支援 

 27年度 28年度 29 30 31 

量の見込み ５か所 ５か所 ・・・ ・・・ ・・・ 

確保方策 ○か所 ○か所 ・・・ ・・・ ・・・ 

 

７．妊婦に対する健康診査 

※ニーズ調査によらずに推計 

   

 27年度 28年度 29 30 31 

量の見込み 
500人 

健診回数(※) 
500人 

健診回数(※) 
・・・ ・・・ ・・・ 

確保方策 

実施場所：○
○病院、○○
診療所、○○
助産所 
実施体制：○
人 
検査項目： 
実施時期： 

実施場所：○
○病院、○○
診療所、○○
助産所 
実施体制：○
人 
検査項目： 
実施時期： 

・・・ ・・・ ・・・ 

   ※健診回数については、一人当たりの健診回数に見込まれる人数を乗じたもの。 
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８．乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等 

  ※ニーズ調査によらずに推計 

 

 27年度 28年度 29 30 31 

量の見込み 500人 500人 ・・・ ・・・ ・・・ 

確保方策 

実施体制：○
人 
実施機関：○ 
○保健センタ
ー 
委託団体等：
○○協会 

実施体制：○
人 
実施機関：○ 
○保健センタ
ー 
委託団体等：
○○協会 

・・・ ・・・ ・・・ 

 



 

 13 

＜４＞その他 

 

Ⅰ 「認定こども園の普及促進」の留意点 

 

 基本指針(案)において、「幼稚園から幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども

園への移行の認可又は認定の申請があった場合、保育所から幼保連携型認定こども園

又は保育所型認定こども園への移行の認可又は認定の申請があった場合は、都道府県

計画（指定都市、中核市については市町村計画）において定める特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数に、都道府県計画で定める数を加えた

数に既に達しているか、又は幼保連携型認定こども園等の設置によってこれを超える

ことになると認めるときを除き、当該幼保連携型認定こども園等の認可又は認定をす

るものとする」こととされている。 

 

 この「都道府県計画で定める数」（指定都市、中核市については「市町村計画で定める

数」）については、基本指針(案)第三の四の３「子ども・子育て支援給付に係る教育･

保育の一体的提供及び当該教育･保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項」

において記載することが望ましい。 

 

  (記載イメージ) 

   「○○区域において、幼稚園から幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども

園への移行の認可又は認定の申請があった場合における基本指針（案）第三の四の２

ウの「都道府県計画で定める数」は、○人とする。」 

「△△区域において、保育所から幼保連携型認定こども園又は保育所型認定こども園

への移行の認可又は認定の申請があった場合における基本指針（案）第三の四の２ウ

の「都道府県計画で定める数」は、△人とする。」 

 

 


